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新型コロナウイルス感染症への対応について(第３８報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

  

 

 

１．報告事項 

 

(1) 新型コロナウイルス感染症に伴う啓発用リーフレットの活用について 

(危機管理課)       別紙１のとおり 

 

 

(2)「新型コロナウイルスに負けるな！」応援プロジェクトについて  別紙２のとおり 

(地域創生部産業戦略室まちのブランド観光課) 

 

 

     

 



別紙１ 

 

 

「新型コロナウイルスへの対策に関する啓発用リーフレット」の活用について 

 

 

 三田警察署と市が連携し、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や悪質
商法等への注意喚起や感染症拡大防止への啓発に資するリーフレットの作成を
行いました。警察署、市役所での活用や銀行、郵便局、各自治会への配布を予
定しています。 
今後も、三田警察と連携し、犯罪被害の防止や感染症拡大防止の取組みを進

めます。 

 
 
１ リーフレットの概要 
  形式：Ａ４サイズ 三つ折り 
  部数：５，０００部 
  内容：・新型コロナウイルスに便乗した詐欺・悪質商法への注意喚起 
     ・休業中の店舗や事務所に対する侵入窃盗被害への注意喚起 
     ・不要不急の外出の自粛の啓発 
     ・３つの「密」のリスクの周知 
     ・運転免許の更新延長に関する手続きの周知 
     ・市家庭児童相談室の周知 
 
２ 市での活用方法 

  以下の方法で、事業者・市民の皆様にお知らせし、防犯対策や感染拡大防
止の啓発を進めます。 
① 市ホームページへの掲載 
② 市役所、市民センター等の窓口での配布 

 

 

 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

直通：５５９－５０５７（内線２３２０） 







別紙２ 

 

「新型コロナウイルスに負けるな！」応援プロジェクト 

～ふるさと納税で感染症に対する取り組みを応援～ 

 

１ 目的 

  今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、世界、日本、そして三田でも市民や

事業者の皆さんは、先の見えない不安と闘っています。 

  そして今、感染の拡大防止と一日も早い収束に向けて、行政と市民や事業者の皆さん

が一丸となって取り組んでいます。 

 

  この取り組みをさらに推進するため、一人ひとりの思いを寄附という形でいただく「ふ

るさと納税」の仕組みを活用し、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むことで、①

みんなで助け合い、②その団結力でこの未曽有の難局を乗り越える力に変えていきます。 

 

２ 内容 

  「ふるさと納税」の使途に、「新型コロナウイルス感染症対策」を追加し、寄附を募集

します。 

【活用例】 

① 感染症拡大防止対策 

  ・福祉施設、学校等へのマスクや消毒液など衛生用品の配備 など 

② 地域産業への支援 

  ・経営に多大な影響を受けている事業者等への支援 

  ・収束後を見据えた市内経済の活性化 など 

③ 市民生活への支援 

  ・高齢者や三田の未来を担う子どもたち等への支援 

  ・まちに元気を呼び起こす取り組み など 

 ※ 医療従事者等への支援は、兵庫県との協働で実施する「ひょうご新型コロナウ

イルス対策支援基金」により寄附を募ります。 

 

３ 募集期間 

  令和２年５月７日（木）～７月３１日（金） 

   ※状況により延長する可能性があります。 

 

４ 具体的な仕組み 

 (1) 周知啓発 

   市ホームページ、広報紙（５月１５日号）、チラシ（裏面が専用申込書）を市民セン

ター等に設置 など 

 (2) 寄附の方法 

  ・専用サイト「ふるさとチョイス」 



  ・専用申込書（チラシ裏面）・・・Ｅ－ｍａｉｌ、ｆａｘ、郵送での申込、申込者に納          

  付書をお送りします。 

  ※専用申込書はホームページからもダウンロードできます。 

  ※三田市民からの寄附も受け付けます。 

  ※専用サイトからの寄附の受付は２，０００円以上になります。 

 (3) 寄附金控除 

   寄附金のうち、２，０００円を超える部分について、「所得税」と「個人住民税」       

を合わせて、一定の限度まで全額控除されます。 

 (4) 返礼品 

   返礼品はありません。受領証明書とお礼状を送付します。 

 (5) 使途の公表 

   市ホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 創 生 部 産 業 戦 略 室 
まちのブランド観光課（担当：江田） 
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